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平成１８年第２回名寄市議会臨時会会議録

開会 平成１８年５月１５日（月曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議員の辞職許可報告

日程第４ 所信表明

日程第５ 名寄市選挙管理委員及び同補充員の選

挙

日程第６ 議案第１号 専決処分した事件の承認

について（名寄市税条例の一部改正に

ついて）

議案第２号 専決処分した事件の承認

について（名寄市都市計画税条例の一

部改正について）

議案第３号 専決処分した事件の承認

について（名寄市国民健康保険税条例

の一部改正について）

日程第７ 議案第４号 名寄市固定資産評価審査

委員会委員の選任について

日程第８ 議案第５号 名寄市固定資産評価員の

選任について

日程第９ 議案第６号 名寄市教育委員会委員の

任命について

日程第10 議案第７号 名寄市監査委員の選任に

ついて

日程第11 議案第８号 名寄市外２組合公平委員

会委員の選任について

日程第12 議案第９号 名寄市助役の選任につい

て

１．追加議事日程

追加日程第１ 意見書案第１号 新聞の「特殊指

定」制度の堅持を求める意見書

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議員の辞職許可報告

日程第４ 所信表明

日程第５ 名寄市選挙管理委員及び同補充員の選

挙

日程第６ 議案第１号 専決処分した事件の承認

について（名寄市税条例の一部改正に

ついて）

議案第２号 専決処分した事件の承認

について（名寄市都市計画税条例の一

部改正について）

議案第３号 専決処分した事件の承認

について（名寄市国民健康保険税条例

の一部改正について）

日程第７ 議案第４号 名寄市固定資産評価審査

委員会委員の選任について

日程第８ 議案第５号 名寄市固定資産評価員の

選任について

日程第９ 議案第６号 名寄市教育委員会委員の

任命について

日程第10 議案第７号 名寄市監査委員の選任に

ついて

日程第11 議案第８号 名寄市外２組合公平委員

会委員の選任について

日程第12 議案第９号 名寄市助役の選任につい

て

追加日程第１ 意見書案第１号 新聞の「特殊指

定」制度の堅持を求める意見書

１．出席議員（３５名）

議 長 ３３番 田 中 之 繁 議員

副議長 １９番 堀 江 英 一 議員
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１番 宮 田 久 議員

２番 佐 藤 靖 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 岩 木 正 文 議員

５番 駒 津 喜 一 議員

６番 山 口 祐 司 議員

７番 日 根 野 正 敏 議員

８番 林 寿 和 議員

９番 木 戸 口 真 議員

１０番 植 松 正 一 議員

１１番 高 橋 伸 典 議員

１２番 猿 谷 繁 明 議員

１３番 黒 井 徹 議員

１４番 渡 辺 宏 治 議員

１５番 田 中 好 望 議員

１６番 野 本 征 清 議員

１７番 佐 藤 勝 議員

１８番 谷 内 司 議員

２０番 熊 谷 吉 正 議員

２１番 渡 辺 正 尚 議員

２２番 栗 栖 賢 一 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 野 々 村 勝 議員

２６番 中 野 秀 敏 議員

２８番 村 端 利 克 議員

２９番 川 村 正 彦 議員

３０番 福 光 哲 夫 議員

３１番 斉 藤 晃 議員

３２番 武 田 利 昭 議員

３４番 三 宅 幹 夫 議員

３５番 小 野 寺 一 知 議員

３６番 大 久 保 光 義 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 伊 藤 矩 康

書 記 間 所 勝

書 記 久 保 敏

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 開 発 恵 美

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

風 連 区 長
柿 川 弘 君

職 務 執 行 者

助 役 今 尚 文 君

助 役 小 室 勝 治 君

総 務 部 長 石 王 和 行 君

生活福祉部長 山 内 豊 君

経 済 部 長 手 間 本 剛 君

建設水道部長 松 尾 薫 君

福祉事務所長 中 西 薫 君

上下水道室長 関 下 富 士 夫 君

教 育 長 藤 原 忠 君

教 育 部 長 今 裕 君

市立総合病院
佐 藤 健 一 君

事 務 部 長

市 立 大 学
中 尾 裕 二 君

事 務 局 長



－3－

おはようございます。〇議長（田中之繁議員）

ただいまより平成１８年第２回名寄市議会臨時会

を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署名〇議長（田中之繁議員）

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

２番 佐 藤 靖 議員

３２番 武 田 利 昭 議員

を指名をいたします。

日程第２ 会期の決定〇議長（田中之繁議員）

について、お諮りをいたします。

今期臨時会の会期は、本日１日といたしたいと

思いますが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、今期臨時会の会期は、本日１日と決定

をいたしました。

日程第３ 議員の辞職〇議長（田中之繁議員）

許可を報告いたします。

去る４月１１日、高見勉議員から一身上の都合

により議員を辞職したい旨の願い出がありました

ので、地方自治法第１２６条の規定により、同日

に議員辞職願を許可いたしましたので、御報告を

いたします。

日程第４ これより市〇議長（田中之繁議員）

長の所信表明を行います。

島市長。

おはようございます。〇市長（島 多慶志君）

平成１８年第２回名寄市議会臨時会の開会にあた

り、市長就任の御挨拶と市政運営に対する所信の

一端を申し上げ、市議会議員各位並びに市民の皆

さんの御理解と御協力をお願いいたします。

去る４月２３日に行われました市長選挙におき

まして、議員のみなさまをはじめ多くの市民のみ

なさまから温かい御支援をいただき、新名寄市の

初代市長として市政を担わせていただくこととな

りました。身に余る光栄であり、与えられた重責

に身の引き締まる思いであります。

御承知のとおり今回の市長選挙は、風連町と名

寄市の合併に伴うものであり、市民の皆さんにお

かれましては新生名寄市の発展方向に強い関心を

寄せていただきました。選挙戦を通して市民の皆

さんからお寄せいただいた御支援と御批判に対し、

新たな決意と情熱をもって、新名寄市の発展のた

め全力で取り組む覚悟であります。

今、地方自治体は大きな転換期を迎えており、

地方分権の担い手として自立できる行財政基盤の

強化と、自己責任の下で自己決定できる地域主権

のまちづくりが必要となっています。

しかし、地方財政は税収が伸び悩む中、国が進

める三位一体改革により国庫補助金の見直しや交

付税の削減など、極めて厳しい状況にあります。

このような中で、少子高齢化の進行などにより

急激に変化する社会情勢に対処し、市民の皆さん

からの多種多様なニーズにこたえられるサービス

体制を確保するためには、大胆な行財政の改革に

取り組んでいかなければならないと考えておりま

す。

合併特例債をはじめとする国や道の財政支援制

度を有効に活用し、合併時に策定した新市の将来

像「自然の恵みが人と地域を育み 市民みんなで

創る 心豊かな北の都」の実現に向け、まずもっ

て新市建設計画の着実な実行に全力を傾注する決

意であります。

新市建設計画の早期実現に向けた基本的な考え

といたしましては、合併により現在の財政状況が

直ちに好転するものではなく、行財政改革を旧市

町で取り組んできた以上に積極的に進め、財源の

確保を図っていかなければなりません。職員の給

与の見直しや職員数の適正化、事務事業の見直し、
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民間活力の活用などの改革には、市職員の理解と

協力、関係団体の協力がなければ推進することは

出来ません。徹底した議論をする中で、自らの報

酬削減をはじめとし職員と一丸となって厳しい試

練を克服し、よりよい名寄市の建設のため、全力

を尽くしてまいります。

また、事業の推進にあたりましては、事業コス

トや効果を分析し、真に必要な政策、優先順位と

いうものを見極めながら展開していかなければな

らないと考えております。

特に、「住民が主役の、参画と協働でつくるま

ちづくり」、「やさしさと助け合いで、幸せを実

感できるまちづくり」、「美しい自然とともに、

環境にやさしくいごこちの良いまちづくり」、

「魅力ある産業が展開し、活気と豊かさがみなぎ

るまちづくり」、「個性にあふれ、学び合い地域

文化が花開くまちづくり」の５つをまちづくりの

基本に据え、この方針の具現化に向けて市民の皆

さんと共に地域づくりに取り組みます。今回の合

併が、市民の皆さんにとって本当に良かったと実

感できるよう、公平、公正で、市民の目線に立ち、

市民の声を反映する市政運営を心がけていきたい

と思っております。

とりわけ、市民参画と市民との協働の推進につ

いては、市民、ボランティア団体、ＮＰＯ法人、

さらには名寄の特性として存置する市立大学のス

タッフや名寄駐屯地隊員などと行政が、お互いの

役割分担を明確にしながら、共通の目標に向けて

連携を図ることが重要であると考えております。

このため、情報の共有化を図りながら、様々な施

策形成過程やイベント活動などに市民参加の手法

を取り入れ、市民と行政が協働するまちづくりを

進めてまいります。

本年は、新名寄市のスタートの年にあたり、多

くの計画策定が進められ、新市の方向をひとつひ

とつ決めていく重要な年になります。なかでも、

新市建設計画を踏まえて策定する「総合計画」は、

市民参加を得て充実した内容としてまいりたいと

考えています。

以上、私の市政運営にあたっての基本的な考え

方を申し上げましたが、これから４年間、みなさ

まからの信頼と期待をしっかり受け止めながら、

名寄市発展のために、職員共々一丸となって取り

組んでいく所存であります。

議員各位をはじめ、市民の皆さんにおかれまし

ては、市政運営に対しまして一層の御支援と御協

力を賜りますよう重ねてお願い申し上げ、私の所

信表明といたします。

以上で所信表明を終わ〇議長（田中之繁議員）

ります。

日程第５ 名寄市選挙〇議長（田中之繁議員）

管理委員及び同補充員の選挙を行います。

お諮りいたします。選挙の方法は、地方自治法

第１１８条第２項の規定により指名推選によりた

いと思いますが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、選挙の方法は指名推選によることに決

定をいたしました。

お諮りいたします。指名の方法については、議

長において指名することにしたいと思いますが、

御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議長において指名することに決定をい

たしました。

それでは、名寄市選挙管理委員に名寄市西２条

南６丁目１７番地、及川浩氏、名寄市風連町字瑞

生１５８番地、佐々木順秀氏、名寄市西６条南４

丁目９番地、大村憲一氏、名寄市西６条南３丁目

１４番地、石崎堯氏を指名をいたします。

次に、同補充員に名寄市西４条南９丁目１４番

地２、高谷禎次氏、名寄市西３条北５丁目１９番

地１、平間恵美子氏、名寄市風連町緑町５７番地

５、小林悦子氏、名寄市字智恵文１２線北４番地、
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岩崎隆氏を指名いたします。

なお、補充員の補充の順序につきましては、た

だいま指名した順序といたします。

お諮りいたします。ただいま議長が指名をいた

しました方々を当選人と決定することに御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、名寄市選挙管理委員及び同補充員の選

挙については、ただいま指名した方々を当選人と

決定をいたしました。

日程第６ 議案第１号〇議長（田中之繁議員）

から議案第３号の専決処分した事件の承認につい

て３件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１号から議案第〇市長（島 多慶志君）

３号 専決処分した事件の承認について、一括し

て提案の理由を申し上げます。

本件は、三位一体改革の中で国から地方への税

源移譲が恒久措置として行われることとなったた

め、定率減税の廃止及び固定資産税の評価替えに

伴う土地にかかわる税負担の調整措置の見直しを

講じたものであります。

議案第１号につきましては、国から地方への税

源移譲に伴う所得税法の改正によるものであり、

主な改正項目について申し上げます。個人住民税

の税率につきましては、個人所得割の税率を市民

税６％、道民税４％の一律１０％にするもので、

個々の納税者の負担が従前と変わらぬよう、所得

税と住民税との間におきまして負担調整を行う措

置を講じたものであります。定率減税につきまし

ては、平成１９年度分から廃止の措置を講じたも

のであります。所得税における住宅借入金等特別

税額控除額等によって算出した一定の金額につき

ましては、その５分の３に相当する金額を市民税

の所得割の額から控除する措置を講じたものであ

ります。固定資産税の評価替えに伴う改正につき

ましては、平成１８年度評価替えに伴う土地にか

かわる負担調整措置について、負担水準の低い土

地の税負担の均衡化及び適正化を一層促進する措

置を講じたものであります。昭和５７年１月１日

以前から所在する住宅で一定の耐震改修を行い、

一定の基準に適合した既存住宅につきましては、

固定資産税の減額措置を講じたものであります。

市たばこ税につきましては、平成１８年７月１日

以後に売り渡し等が行われた製造たばこに限り、

０００本につき３２１０引き上げるものであり

ます。

次に、議案第２号につきましては、議案第１号

中の固定資産税の改正項目と同様となっておりま

す。

次に、議案第３号につきましては、６５歳以上

の公的年金受給者の必要経費とされている公的年

金等控除の最低額が１４０万０から１２０万０に

引き下げられる所得税法改正により、国民健康保

険税課税所得に影響を受ける被保険者の激変緩和

措置として、平成１８年度から２年間、同税の算

定の際に公的年金等特別控除を適用するものであ

ります。

以上、３件について、平成１８年４月１日から

地方税法等の一部を改正する法律及び関係法令が

施行されることに伴い、地方自治法第１７９条第

１項の規定により同年３月３１日に専決処分した

ので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承

認を求めるものであります。

よろしく御承認をくださいますようお願い申し

上げます。

これより、議案第１号〇議長（田中之繁議員）

外２件について一括質疑に入ります。御発言ござ

いませんか。

斉藤晃議員。

ただいま国の税制改〇３１番（斉藤 晃議員）

正に伴っての市税の改正にかかわる専決処分が提

案されたところであります。御案内のように住民
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の経済情勢からくる生活は、このような定率減税

の廃止によって増税になる。税源移譲とはいえ、

個人住民税が増税になっていくと、こういうよう

な状況を快く受け入れる、こういう状況には率直

に言ってないのではなかろうかと、こういうふう

に思っております。そういう点では、国が三位一

体改革という名のもとに地方への住民負担を求め

ていく、こういう姿勢があるわけであります。

そこで、若干お尋ねをしておきますが、この個

人住民税の税率、一定の調整はあるものの、どれ

ぐらいの負担増というふうに押さえておられるの

か。また、定率減税が今年度と来年度によってそ

れぞれ２分の１から、そして廃止と、こういうふ

うになるわけでありますけれども、これらの住民

負担もどれぐらいというふうに押さえているのか

お知らせをいただきたいと思います。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

今回の税制改正に伴〇総務部長（石王和行君）

う部分でございまして、住民税の影響額がどの程

度になるのかということでの１点目の御質問かと

いうふうに思っております。

今回の改正に伴いましては、従来ありました税

率の部分が３段階ございましたのが一律１０％課

税となるということになります。５％、１０％、

１３％のが一律１０％ということでありますから、

５％の課税の住民につきましては倍の住民負担と

いうことになってまいります。これにつきまして

の全体での額ということでございますが、５％適

用者が１０％の税率適用になる方が名寄市全体で

は６７％をはめておりまして、人数で ８００人

の方に影響がございます。税額で申しますと、１

８年度当初課税ベースで８３８ ０００万０の増

額と試算をしているところでございます。

なお、今回の税制改正につきましては、所得税

から住民税への税源移譲ということでございまし

て、住民税だけが増税ということではなくて、所

得税と住民税との全体調整負担をしていくという

ことでの負担ということになっておりまして、ト

ータルでは所得税、住民税では個人の税額の増税

ということはございませんが、住民税に限ってそ

の部分については住民からすると負担増というこ

とになってございます。所得の人的控除の部分で

それぞれ負担調整をしていくということで、トー

タルでは大きく変わるものではございません。

なお、定率減税の部分でございますが、定率減

税の関係につきましては１８年度から２分の１と

いうことで縮減になりまして、さらに１９年度か

ら全廃ということでございます。１８年度の見込

みで申しますと、新名寄市におきますのは ７１

０万０の影響額ということでございます。１９年

度はその倍ということでありますから、１８ ４

２０万０程度が影響額として出ると、このように

押さえてございます。

以上でございます。

斉藤議員。〇議長（田中之繁議員）

あの手この手で住民〇３１番（斉藤 晃議員）

からの負担増ということでありますが、一つは定

率減税が今のお率では１８年度は ７１０万０の

名寄市歳入が増収と、こういうことになるわけで

あります。次年度は１８ ４００万０あどですか。

そうなりますと、これら住民が増税という形では

ありますけれども、納入をした額と、こういうふ

うになるわけでありまして、そういう点ではこの

財源を、税を財源として住民のそういう暮らしな

どに回していくという、そういうスタンスでの取

り組みというのが大切ではないかと、こういうふ

うに考えるわけでありますけれども、そういう考

えに対してどういう見解をお持ちかお答えいただ

きたいと思います。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

確かに１７年度の税〇総務部長（石王和行君）

制改正、さらに今回の１８年度の税制改正につき

ましては、住民に対する負担増という部分での税

制改正という形がお見受けされる部分がございま

すが、この歳入増の部分でございますけれども、

これまで定率減税を実施していたときには特例交
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付金という形でその分については交付がされてき

ておりまして、歳入全体でいいますとこれが実質

プラスということではありませんで、トータルこ

れまでとは歳入については何ら、何らと言いまし

ょうか、大きく変わるものではないというふうに

認識をしております。さらにまた、定率減税に伴

いますその分についての基準財政収入額の部分で

の一定額の２５％についての自主財源ということ

でのそれだけの留保財源が出るということで押さ

えております。

いずれにいたしましても、弱者に厳しい税制改

正という受けとめの斉藤議員からの御質問でござ

いますけれども、市政全般の特に福祉施策の中で

弱者に対する施策の展開をしっかりとしていかな

ければならないのかなと、このように考えてござ

います。

あかに質疑はございま〇議長（田中之繁議員）

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結いた〇議長（田中之繁議員）

します。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託、討論を省略し、直ちに採決することに御異議

ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、直ちに採決を行います。

議案第１号外２件は承認することに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第１号外２件は承認することに決

定をいたしました。

日程第７ 議案第４号〇議長（田中之繁議員）

名寄市固定資産評価審査委員会委員の選任につ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第４号 名寄市固〇市長（島 多慶志君）

定資産評価審査委員会委員の選任について、提案

の理由を申し上げます。

名寄市固定資産評価審査委員会委員につきまし

ては、地方税法第４２３条第９項の規定によりそ

の任に当たっていただいておりますが、本件は引

き続き大谷純二氏、西川剛弘氏及び有門優氏の３

氏を同委員に選任いたしたく、同条第３項の規定

により議会の同意を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託、討論を省略し、直ちに採決することに御異議

ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、直ちに採決を行います。

議案第４号は同意することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第４号は同意することに決定をい

たしました。

日程第８ 議案第５号〇議長（田中之繁議員）

名寄市固定資産評価員の選任についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第５号 名寄市固〇市長（島 多慶志君）

定資産評価員の選任について、提案の理由を申し

上げます。

名寄市固定資産評価員は、評価事務を所管する



－8－

総務部長の職にある者を選任しておりますが、本

件は合併に伴い、新たに総務部長、石王和行を同

評価員に選任いたしたく、地方税法第４０４条第

２項の規定により議会の同意を求めるものであり

ます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託、討論を省略し、直ちに採決することに御異議

ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、直ちに採決を行います。

議案第５号は同意することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第５号は同意することに決定をい

たしました。

日程第９ 議案第６号〇議長（田中之繁議員）

名寄市教育委員会委員の任命についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第６号 名寄市教〇市長（島 多慶志君）

育委員会委員の任命について、提案の理由を申し

上げます。

本年３月２７日、名寄市長職務執行者より任命

された教育委員会委員の任期につきましては、地

方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第

１８条第２項の規定により本議会の会期末まで在

任することとなっておりますが、本件は本市の教

育推進のため、梅野博氏、髙木信行氏、山崎清士

氏、高橋ひろ美氏及び藤原忠氏の５名を引き続き

任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第４条第１項の規定により議会の同意

を求めるものであります。

なお、任期については、平成１８年５月１６日

から、梅野博氏は平成２２年５月１５日まで４年

間、髙木信行氏は平成２１年５月１５日までの３

年間、山崎清士氏は平成２０年５月１５日までの

２年間、高橋ひろ美氏は平成１９年５月１５日ま

での１年間、藤原忠氏は平成２２年５月１５日ま

での４年間といたす所存であります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

佐藤靖議員。

それでは、ただいま同〇２番（佐藤 靖議員）

意を求められております名寄市教育委員会委員の

任命について、この議案について２点にわたりお

考えをお聞きしたいと思います。

１点目は、旧名寄市は教育都市名寄ということ

を目指して、その視点から名寄の将来を担う子供

たちをどう守り育てていくかということに対して

積極的に議会の場でも議論をしてきました。名寄

大学の開学で教育都市名寄というのは一つの山を

越えておりますけれども、大切なのはある意味で

はこれからということになります。そして、その

土台となっていくのが子供たちをしっかり守り育

てるということになっていくと思いますけれども、

市長は今回の人選に当たって、これらの点につい

てまずどういう考えを持ち、取り組まれたのか、

任命されようとしているのかお伺いをしておきた

いと思います。

もう一点は、今回の５人はいずれも教育委員の

経験者であります。それなりの実績と経験もお持

ちになっておりますけれども、年齢を見ますと５

５歳から６１歳という構成になっています。一定

子育てを終わった世代ということにもなると思い
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ますけれども、一方多様化する時代背景から、教

育現場に携わる多くの市民からは教育行政推進に

さまざまな声があるのも事実であります。その意

味からすれば、現場の声をしっかり把握し、子供

たちの目線、保護者の目線、さらには利用者や実

践者の目線で名寄の教育行政を推進するためにも

若い世代からの選任も必要であったと思いますけ

れども、これらについて検討されてきたのか。検

討されたのであれば、その状況についてこの際明

らかにしていただきたいと思います。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

教育委員の任命に対す〇市長（島 多慶志君）

る考え方等についてお尋ねがございました。教育

行政につきましては、国家百年の計と申しましょ

うか、地方自治体においても極めて重要な教育行

政の考え方を示していくということでは委員の任

務は大変重いものと、このように思っております。

その中にありまして、旧風連町、名寄市の委員と

して活躍をされた委員の中から選任をさせていた

だく提案とさせていただきました。５名の委員の

方は、それぞれの経歴の中でも教育行政に大変熱

心な方ばかりでございまして、さらには合併をし

て当面の委員の活動というのは、この地域の教育

の一体感を創出していくということも含めて重要

な責務はあると、このように思っております。そ

れだけにしっかりと地域で教育委員として活躍を

していたこの実績を評価をさせていただいて、選

任の同意を求めるものであります。

また、委員の年齢等についても言及がありまし

たけれども、確かに子育て年代を含めたという御

提言であったかと思いますけれども、この委員の

選考については、前段申し上げましたように旧風

連町、名寄市の在職中の委員の中から選考したと

いうことでありまして、このような年齢の配置と

なりました。これからの教育を考えた場合には、

そうした御発言の趣旨も踏まえた委員の選考に当

たっていかねばならないと、このように思ってお

りますが、提案にもありましたように委員の皆さ

んは１年の任期から４年の任期まで法律で規定を

しているわけでございますから、早く交代をする

方は来年の５月ということであります。そうした

中で、ただいまの御意見については受けとめさせ

ていただきたいと、このように考えております。

佐藤議員。〇議長（田中之繁議員）

経験者、それなりに実〇２番（佐藤 靖議員）

績経験を含めて選ばれたのだと思いますけれども、

例えばことしに入ってからでもありますけれども、

義務教育の一番最初に入学する新１年生の入学式

が各小学校で行われました。その中で、当然なが

ら歓迎する意味で、名寄も風連も従来そうであり

ますけれども、教育委員会から歓迎のごあいさつ

というか、そういうのが行われているところが今

回に限っては人員がいないということで１校行っ

ていないという状況があったり、例えば南小のロ

タウイルスやノロウイルスの関係もそうでありま

すけれども、１人亡くなっておりますけれども、

直接死因ではないにしてもきちっとその対応をす

ると。しかも、きょうの臨時会でもそうでありま

すけれども、総務文教常任委員会の方には御報告

ありましたけれども、きょうは全議員に対しては

全くその報告が教育委員会からされていないと。

特に南小学校で行ったこの関係の父母説明会は、

平日の夜の設定にもかかわらず６０人の保護者の

皆さんが集まるあど注目するというか、対応を心

配した事案でありました。ところが、教育委員会

は教育長も教育委員長も教育部長も出席しないと。

ことし４月に着任した参事が現場経験者というこ

とがあって出席したみたいでありますけれども、

そういう意味ではもっとしっかり教育委員会とし

て保護者の皆さんに大丈夫だという率をしてあげ

ないと、そういう意味では現場をきちっと認識し

ないとこれからの教育行政というのはなかなか推

進しないと思いますけれども、いずれにしても市

長はそういう状況や何かをどういうふうに御理解

されているのかと今後どういうふうに、一般行政

と教育行政別建てでありますけれども、要望、要
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求されようとしているのかお考えをお聞きしたい

と思います。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

二つの自治体が合併を〇市長（島 多慶志君）

したことによって学校数等が当然ふえているわけ

でございますから、限られた委員の皆さんが同じ

日時で入学式等の設定をしますと行動に制限があ

るのは当然御指摘のとおりであります。しかし、

こうした子供にとりましては非常に大切な入学式、

卒業式等も含めて、これからも日程の配置につい

て教育委員会の方と十分に協議をする中で、代理

者も含めての出席について配慮、協議していきた

いと、こんなふうに思っております。

また、今回名寄市内の小学校で発生をいたしま

した感染性の胃腸炎等につきましては、全く予期

できぬことでありました。その後の調査等につい

ても原因が特定できないと。一般的には学校就学

前の年齢、幼稚園とか保育所等で発生をする事例

が多かったというふうに聞いているわけでござい

ますが、これらについては教育委員会も保健所等

との連携を図りながら、あるいは学校等との連携

を図りながら、しっかりとした対応をしてきたと、

このように認識をしております。たまたま父母の

説明会等について教育委員会を代表する教育長な

り、委員長が出席をしなかったということについ

ての指摘については、これから父母のそうした接

点をしっかりと求めていくように私からも協議の

際これから指導連絡をしていきたいと、こんなふ

うに思っております。

佐藤議員。〇議長（田中之繁議員）

いずれにしても、今の〇２番（佐藤 靖議員）

現状ではやっぱり教育委員会、委員を含めて現場

にはなかなか目が向いていないということが事例

としてあると思いますので、現場に目を向ける教

育委員、教育委員会、教育長であることを強く求

めて、終わりたいと思います。

熊谷吉正議員。〇議長（田中之繁議員）

二、三お尋ねを申し〇２０番（熊谷吉正議員）

上げたいと思いますけれども、今回市長の提案理

由によりますと、それぞれ過去の実績や人格識見

を含めて評価をしながらのあぼ再提案という感じ

になっていますが、若干私どもから見れば、ある

いは市民との連携の中からは、新鮮味に欠けると

いう指摘も一部私どもには伝えられておりまして、

新たな提案が具体的にどのように提案されるのか

というのは非常に関心を持っていたところでござ

います。

お一人お一人がどうだということはございませ

んけれども、いわゆる教育委員会の機能について、

中教審の中でもこの間いろいろ地方の教育委員会

の制度について不用だという極論もあれば、もっ

としっかり充実強化をしていかなければならぬと

いうそれぞれの意見相交えながら、論議経過があ

るやに聞いておりまして、それを名寄市の教育委

員会の機能や現状について、当然これは組織イコ

ール人でございますから、どのような方がなるか

ということについては非常に重要な関連性もござ

いまして、執行者あるいは提案者として、現状の

名寄市の教育委員会の機能強化の問題などについ

てどういう認識を持っておられて今回の提案にな

られたのか、１点お伺いをしておきたいと思いま

す。

二つ目には、今佐藤議員からお率がありました

とおり、即応性、機動性、あるいは現場への積極

的な対応という問題がロタウイルス、ノロウイル

ス等に指摘をされて、市長自身はさらに指導や連

携の強化を答弁をされておりますけれども、今回

に限らず、特に中心的な教育長については影響力

というのは非常に大きいのではないかと、専従と

いうことでございまして、引き続きそういうこと

が予定をされるとすれば非常に教育長人事という

のは重要な役職をはめることになりまして、指摘

をされた点については、今風邪の問題でたまたま

露呈をしたというよりもやっぱり努力不足の感が

ぬぐえないという声が聞こえておりまして、その

辺について改めて十分それを検証された上での御
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提案になっているのか改めて聞いておきたいと思

います。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

近年になりましてから〇市長（島 多慶志君）

教育委員会の持つ機能と申しましょうか、これは

自治法等で、あるいは教育の独立ということで制

度設計がされて６０年近く経過をしている中での

そういう議論があるのは承知をしております。た

だ、この教育委員会の機能についても戦後の一定

の期間に財政的な権能を持たない改革等が行われ

ておりまして、恐らく教育委員の立場からすると

また現在の制度設計に不満を持っているのではな

いかと、こんなふうにも思っておりますが、私は

名寄市の教育行政をずっとつぶさに振り返ってみ

て、この制度に欠陥等を感じてはいないと、こう

いうことであります。よりこれからも教育委員の

持つその力を地域の教育行政にしっかりと反映し

ていただきたいと、こんなふうに期待をしている

ところであります。

また、教育委員の今までの動きの中で、現場の

そうした対応について指摘をいただきましたけれ

ども、私はそれぞれの学校には校長がおり、ある

いは教職員がいるわけですから、教育委員会が事

あるごとに一々学校に出向いて指導する、そのよ

うな体制というのものはいかがなものかと。むし

ろきちっとした連携をとって、事に応じては現場

に対応するということ、このことについては御指

摘のように必要性は否定はいたしません。しかし、

そうした学校と教育委員会の連携というものをし

っかりと、御指摘がありますようにそのことにつ

いては教育委員の方と協議をさせていただきたい

と、このように思っておりますけれども、現場の

管理者についてもきちっとした連携を図っていく

こと、このことの方がより重要なことと、このよ

うに認識をしているところであります。

熊谷議員。〇議長（田中之繁議員）

極論を私は申し上げ〇２０番（熊谷吉正議員）

ているわけでなくて、日常茶飯事教育長は学校現

場に、あるいは社会教育現場に出向くということ

を求めているわけではなくて、後段市長がおっし

ゃっておりましたいわゆる現場との有機的な機能

連携、ここに欠ける部分があるという声もござい

まして、そういう側面から私もあえて教育委員会

全体の機能や形骸化の問題について指摘をしてき

ているわけでありまして、また教育委員会として

の独自の人格については当然市長がおっしゃられ

ているとおり、私の認識も共有できますけれども、

任命者あるいは執行者としても当然連携を密にし

て、機能強化、教育委員会の充実に努められるの

は当然の役割だろうというふうに考えておりまし

て、一層の機能強化、有機的な教育委員会の姿勢

をより求めていかざるを得ないなと思っています。

具体的にはまた今後以降の議会の中でも取り上

げさせていただきますけれども、十分執行者、提

案者と教育委員会の有機的な機能について、即応

性、機動性についてもさらに求めておきたいとい

うふうに考えておりますので、以上終わります。

あかに質疑はございま〇議長（田中之繁議員）

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結いた〇議長（田中之繁議員）

します。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託、討論を省略し、直ちに採決することに御異議

ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、直ちに採決を行います。

議案第６号は同意することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第６号は同意することに決定をい

たしました。

日程第１０ 議案第７〇議長（田中之繁議員）
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号 名寄市監査委員の選任についてを議題といた

します。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第７号 名寄市監〇市長（島 多慶志君）

査委員の選任について、提案の理由を申し上げま

す。

本件は、本年３月２７日の合併とともに不在と

なっておりました名寄市監査委員について森山良

悦氏及び福光哲夫氏を同委員に選任いたしたく、

地方自治法第１９６条第１項の規定により議会の

同意を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

佐藤靖議員。

それでは、ただいま選〇２番（佐藤 靖議員）

任で同意を求められております監査委員のことに

ついて１点だけ御質問をいたします。

人をどうのこうのということではなくて、基本

的なお考えをお聞きしたいと思いますけれども、

監査委員については旧名寄市の場合は平成８年度

まで行政経験者を起用するというのが一定常とな

っていました。それが平成９年１月３０日の臨時

議会で島市長みずからが勇断をもって従来の慣習

を廃して、民間から登用するという手法を採用さ

れました。そのときの会議録を見ますと、人格高

潔、事業の経営管理に精通し、行政運営に関して

もすぐれた識見を有するということで前任の監査

委員を自信を持って提案されております。その後

世の中も大きく変わりまして、行政機関を初めさ

まざまな分野で外部監査の必要性などが求められ

ていることを考えると、まさに市長の勇断は時代

を先取りしたものであって、その後の行政運営に

も監査業務の役割に基づいて適正な業務が行われ

てきたというふうに評価するものでありますけれ

ども、改めて今回の提案を見ますと行政経験者を

起用するということになっております。市長の民

間登用に対する考え方に一定の変化があったのか

を含め、お尋ねをしておきたいと思います。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

監査委員の選任に当た〇市長（島 多慶志君）

っての人選につきましては、多くの有識者候補者

の中から今回森山氏並びに福光氏、これは議会の

議員を兼ねているわけですが、提案をさせていた

だきました。特に森山氏につきましては、今日ま

で教育行政や一般行政も含めて経験豊富な方でご

ざいまして、私は今回の風連との合併によって行

政の規模が広がり、あるいは行政分野も含めて広

がっている中で、双方の行政組織に対する地方自

治の経験者、このことを必要性を感じての提案を

させていただいているわけであります。もちろん

これからの自治体というものは、経営的な感覚で

はまさに今民間的な経営感覚を取り入れて、これ

は執行の側がしっかりとそういう感覚で対応して

いかねばならないと、このように思っているわけ

でございまして、そうした監査業務についての対

応については、提案の両氏についてしっかりと対

応していただけるものと、このように考えて提案

をしているものでございますので、御理解をいた

だきたいと思います。

あかに質疑はございま〇議長（田中之繁議員）

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結いた〇議長（田中之繁議員）

します。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託、討論を省略し、直ちに採決することに御異議

ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、直ちに採決を行います。

議案第７号は同意することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第７号は同意することに決定をい

たしました。

日程第１１ 議案第８〇議長（田中之繁議員）

号 名寄市外２組合公平委員会委員の選任につい

てを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第８号 名寄市外〇市長（島 多慶志君）

２組合公平委員会委員の選任について、提案の理

由を申し上げます。

名寄市外２組合公平委員会は、名寄市、名寄地

区衛生施設事務組合及び上川北部消防事務組合の

３団体で共同設置しており、同委員会委員につき

ましては地方公務員法第９条の２第１項により３

名によってその任に当たっていただいております。

本件は、本年３月２７日の合併とともに不在と

なっておりました同委員について、池昇一氏、内

海海海氏、海 登美子氏を選任いたしたく、同条

の２第２項及び名寄市外２組合公平委員会規８第

３条の規定により議会の同意を求めるものであり

ます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

福光哲夫議員。

ただいま名寄市外２〇３０番（福光哲夫議員）

組合公平委員会の委員の選任について提案があり

ましたけれども、この件につきましては９日に開

かれた代表者会議、あるいは各議員に配付された

議案書に提案されている委員名と異なっておりま

して、どうしてこのような状況になったのか。か

つて旧名寄市時代も議会運営委員会に提案をして、

その後また修正あるいは差しかえ、あるいは本会

議にも提案をされながら差しかえや修正というよ

うなことが経過としてかつてありました。議会に

提案するその問題につきまして十分な精査もなく

提案をされるのかどうか、そのあたりのところが

私どもについては十分に納得し切れないところが

ありまして、この公平委員会の委員の選任につい

ての経過、どうしてこのような差しかえになった

のか、提案の方法になったのか、そのあたりの経

過を説明をいただきたいというふうに思います。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

公平委員会委員の選任〇市長（島 多慶志君）

については、冒頭おわびをしなければならない部

分がございました。３名の委員について当初議案

として用意をいたしておりましたけれども、その

後１名の委員につきましては他の公職との兼務の

制限があるということを議案の発送をした後に内

部的に判明をいたしました。このことにより議案

の一部を変更して、御提案をさせていただいたも

のでございますので、御理解を賜りたいと思いま

す。

福光議員。〇議長（田中之繁議員）

変更して提案された〇３０番（福光哲夫議員）

ということは、改めて差しかえ用紙がありますか

ら理解をするのですけれども、私はこれまでもそ

うした経過、さまざまな案件のときに、提案のと

きにこういったようなことがあって、その都度議

会でも、あるいは議会運営委員会でも問題にして、

二度とこのようなことがないようにというように

厳重に注意をしてきたにもかかわらず、新たな名

寄市、新市となったその人事の提案についてこう

いったようなことがあるということは、極めて遺

憾なことであるというふうに思うのです。

結局提案するその経過の中で、それらについて

十分精査をすればこのような問題というのは起き

ない。やはり職員側に、提案者側に緊張感が欠け

るのではないか。あるいは、議会に提案をすると

いうことがどういうことなのかということはやっ

ぱりしっかりと肝に銘じた提案の仕方をすべきだ

というふうに思うのです。余りにも議会提案にし

て軽々に物事を考えているのではないかと。私は、
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こうした問題についてこれまでの旧名寄市での提

案のあり方も含めて、今回こうした問題が起きる

ということについては極めて遺憾なことだという

ふうに思っておりまして、私は市長には答弁され

るときにはその経過、どうしてそういったような

選任の経過があったのかということをお答えいた

だけるかと思ったのですが、そのことがありませ

んでしたけれども、私は重ねて申し上げませんけ

れども、再びこういったような提案の仕方がない

ようにしっかりとした議会提案をしていただきた

いと強く求めておきたいと思います。

あかに質疑はございま〇議長（田中之繁議員）

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結いた〇議長（田中之繁議員）

します。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託、討論を省略し、直ちに採決することに御異議

ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、直ちに採決を行います。

議案第８号は同意することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第８号は同意することに決定いた

しました。

日程第１２ 議案第９〇議長（田中之繁議員）

号 名寄市助役の選任についてを議題といたしま

す。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第９号 名寄市助〇市長（島 多慶志君）

役の選任について、提案の理由を申し上げます。

本件は、本年３月２７日の合併とともに不在と

なっておりました名寄市助役について名寄市助役

定数条例により定数を２人とし、名寄市助役担任

事務規則の規定により両庁舎にそれぞれ配置しよ

うとするものであり、０滑な市政推進を図ること

を目指し、今尚文氏及び小室勝治氏を助役に選任

いたしたく、地方自治法第１６２条の規定により

議会の同意を求めるものであります。

なお、助役の呼称につきましては、平成１９年

４月の同法の改正により助役から副市長に改めら

れることから、これに先立ちまして同法で定めが

ある場合を除き、通常の名称を副市長といたした

いと思います。

よろしく御審議をくださいますようお願い申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

宮田久議員。

２名の方については、〇１番（宮田 久議員）

人柄もすばらしいですし、このことについては、

人事のことについては市長が発議をするものです

から、このことについては私は手を痛いあど拍手

しても余るものがあると思います。２人ともすば

らしい方だと思います。

しかし、ここでお尋ねしたいのは、地方自治法

１６２条にいわゆる議会の同意を得てこれを選任

するという言葉があるのですけれども、常日ごろ

この条例だとか法令だとかというものがきちんと

守られていれば、住民は平等に扱われるというの

が私の理念でございます。そういう形の中でいき

ましたら、もう連休明けそこそこ人の口、風聞と

してはかなりこの人事がなされ、みんなにあたか

も決まったがごとく、その以降におきましても新

聞や何かできちんと活字で決まったごとく出てく

る、こういう同法に対しても少しずれた道を歩ん

だのではないかというのが１点。

また、私たち議員として、９６条ですけれども、

議員がやっぱり決めなければならないという職務

があるわけです。それを飛ばして発表になる。殊

さら人のことですから、これは非常にああだとか
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こうだとかと言えない。言ってみれば、ここにぼ

んと出してしまえば、あと議会議員は追認をしろ

と。あくまでも住民のために議員として出た以上

は、いろんな市長さんのお言葉の中にも住民と目

の高さを同じにする、またはお互いに協議をして

やろうやという所信表明にもありました。しかし、

こういう法令をあたかも無視するがごとく、議会

を無視する、強いて言えば住民を無視する、そう

いうぐあいに私は受けとめたのですけれども、こ

れは間違いでしょうか。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

御案内のように特別職〇市長（島 多慶志君）

の選任につきましては、議会の同意案件というこ

とでございまして、一定の協議を事前に持ちなが

ら、議案を固めるという作業が必要というふうに

認識をしております。今回の議会の日程等につき

ましては、確かに連休等もございまして開催日程

の調整にも苦慮をいたしました。このことにつき

ましては、この時期は私どもの側にも全道的な総

会等が設定をされていたりして、空白をする時間

等がございました。このようなことも含めて、今

回の提案の議員の皆さんにお諮りをする時間的な

余裕というものも窮屈であったと、こういうこと

でございます。御指摘のように議会の同意をいた

だいて選任できるということでありますから、こ

れからのそうした御意見につきましてはしっかり

と対応してまいりたいと、このように考えている

ところであります。

宮田議員。〇議長（田中之繁議員）

今後はそういうことに〇１番（宮田 久議員）

なるのかもしれないですけれども、今回の場合に

私が今一番聞きたいのは議会を軽視しているので

はないのかと、こういういわゆるジャンプをして

やるような行為、確かに時間的にも大変なことだ

ろうとは思いますけれども、私たちはやっぱり地

方自治の法のもとではお互いに法令を遵守する、

当然地方公務員法の３２条にも職務よりも先に法

令を守るというのが基本になってきます。そうい

う中で、そういうものをジャンプする。強いて言

えば議会を無視する、強いて言えば住民を無視す

るという方向になってしまう、こういうことが前

回も、ちょっとこれとは飛びますけれども、今回

の条例全般でいろいろ論議もありましたけれども、

二十数件、そこまでいかないのでしょうけれども、

二十数件になる条例のいわゆる欠陥や何かが出て

くる。ですから、本当にしんから地方自治をやる

のであれば守るのだというのが前提になければ、

この率は私は納得しません。どうですか。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

もちろん御指摘のよう〇市長（島 多慶志君）

に法令をしっかりと運用の面で確認をしながら作

業を進めるというのが当然であります。しかし、

この種の人事というのは、提案をする前段の作業

というのも当然あるわけでございまして、こうし

たこともまた御理解をいただかなければ物理的に

は難しい面が出てくると、こういうことでありま

す。御指摘のように今回の提案に当たっての事前

の協議等について不備があったことには率直にお

わびを申し上げて、御理解をいただきたいと思い

ます。

宮田議員。〇議長（田中之繁議員）

十分私も理解いたしま〇１番（宮田 久議員）

した。ぜひ今後ともひとつ法令、条例等は遵守す

るということでお願いしたいと思います。

以上です。

佐藤靖議員。〇議長（田中之繁議員）

それでは、名寄市助役〇２番（佐藤 靖議員）

の選任について１点御質問をしておきたいと思い

ます。

いずれにしても、今回の市長選挙、合併に伴う

市長選挙は、結果は別にしてもまちを２分する激

しい選挙ということになりました。特にこれまで

の市長選挙、首長選挙とは違って、３月２６日に

旧名寄市が最終を迎えてから市長、助役を初め特

別職が失職するということで、特に前任助役につ

いては選挙戦の最前線というところで活動をされ
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てきたわけであります。

一つ例を挙げますと、前任の名寄の助役につい

ては、職員に出した退任のあいさつ状に市長の営

業部長になりましたという一筆を直筆で書いてあ

ると。そういうことからいって、本当に今の提案

理由の説明にあったような０滑な市政運営が図ら

れるのか、この辺について一言お伺いしておきた

いのと、これを含めまして市民の間にもいろんな

うわさが流れております。その事実関係について

は現在私も調査を続けておりますので、ここであ

あだこうだとは言いませんけれども、いずれにし

ても助役については公平、公正が求められると思

いますけれども、今回の選任に当たって市長の基

本的なお考えをここで伺っておきたいと思います。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

今回の選挙に伴う執行〇市長（島 多慶志君）

体制の確立につきまして、私は選挙の中でも市民

の皆さんにお８束を申し上げたように、いかに合

併をして以降の両地区の住民の一体融和を図るこ

とができるか、あるいは合併協議で取り交わした

合意書の実行をいかに軌道に乗せるかと、このこ

とに尽きると、このように考えているわけでござ

いまして、この二つのことをしっかりと推進して

いくということにつきましては、旧自治体で合併

協議の事務方の幹事長を務めた今氏については、

ぜひこれからの総合計画の策定も含めてしっかり

と対応していただけるものと、このように期待を

しております。また、小室氏につきましても長年

風連地区の職員として活躍をいただいた方であり

まして、私は風連地区が合併特例区５年間という

制限つきの決めではありますが、地域の振興発展、

あるいは総体的な行政の中での特に１次産業を担

当する庁舎の副市長としてしっかりと活躍できる

ものと、こんなふうに思っておりまして、それぞ

れ最適任者というふうに考えて提案をしているも

のでございます。

なお、言及がありましたあいさつ状云々につい

て私は承知をしておりませんから、言及すること

は差し控えさせていただきます。

佐藤議員。〇議長（田中之繁議員）

小室氏については、私〇２番（佐藤 靖議員）

も当然ながら前風連町長であり、職務執行者であ

った柿川氏と協議されて決めていることだろうと

思いますので、言及はそれ以上しませんけれども、

ただ、今おっしゃったように合併をより推進して

いくという立場からいえば、前任の風連の助役も

当然ながら協議会のメンバーで事務方でやってき

たわけでありますけれども、そこを排して小室氏

を選んだということと、もう一つは市長の頭の中

のお考えとして、新しいまちであるから、人心一

新というのは当初から念頭になかったのか、あっ

たのかというのをお聞きしておきたいと思います。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

行政の展開の仕方につ〇市長（島 多慶志君）

いては、もちろん人心一新ということで、お尋ね

の佐藤議員は市長もかわった方がよかったのでな

いかという気持ちがあるのかもしれませんが、そ

うはなっていないわけであります。したがいまし

て、私はこの４年間しっかりとした市政の推進の

ために、この副市長の選任をさせていただくとい

うことでございますので、御理解をいただきたい

と思います。

佐藤議員。〇議長（田中之繁議員）

いずれにしても、助役〇２番（佐藤 靖議員）

については、何回も言うわけではありませんけれ

ども、公平、公正というのが基本であると思いま

すので、そのことを新しく助役になる方について

も強く要望をこの場でしておきたいと思います。

熊谷吉正議員。〇議長（田中之繁議員）

助役人事ばかりでは〇２０番（熊谷吉正議員）

なくて、人事全般的には清廉潔白、あるいはもち

ろん行政経験なども含めて総合的に検証をされた

上での提案かというふうに常識的には思うところ

でございます。

そこで、当然提案に至る前に市長自身が御相談

をするお相手や、あるいは御本人も含めて当然接
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触があって、議会にこのような活字として提案が

あったというふうに、当然そういう作業がなけれ

ばまたいきなり提案ということもないでしょうか

ら、そういう前提で二、三お聞きをいたしますが、

旧名寄側ということばかりではございませんけれ

ども、前名寄の助役について行政経験も長いし、

その手腕等については衆目が一致をして認めると

ころかなという感じがいたしますが、特に職員、

市長を除けば最高の職責にあるわけでありまして、

行政手腕は当然それぞれ高いものを求められると

同時に、いわゆる公明正大、清廉潔白、身が清い

ということも重要な要件になるわけでございまし

て、そういうことに関して十分検証をされた上で

提案に至っているのかどうかお尋ねをしたいと思

います。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

助役の選任に対してど〇市長（島 多慶志君）

のような協議をしているかということであります

が、私は３月２７日以降、職務執行者として柿川

氏が大変御苦労をいただいて、今日まで市政のス

タートの重責を担っていただいているということ

で、柿川氏とは副市長の選任についての御相談を

させていただいたことがございます。しかし、そ

れ以外は私の責任においてしっかりと判断をさせ

ていただいているということでありまして、御理

解をいただきたいなと、こんなふうに思っており

ます。

また、この両氏の人格等については、長く市の

職員や、あるいは特別職として活躍をいただいて

いるわけでありますから、私も承知をしておりま

すし、皆さんも承知をいただいていることである

と、こんなふうに思っておりますので、あわせて

御理解をいただきたいと思います。

熊谷議員。〇議長（田中之繁議員）

風連地区予定者につ〇２０番（熊谷吉正議員）

いては私も存じ上げておりまして、いい人材を提

案をされているのでないかという認識を持ってお

りますが、名寄地区予定者に関して、これはさき

の選挙がということばかりではございませんけれ

ども、特に選挙に象徴されるようなことでは具体

的に一、二明らかになっていることと佐藤議員が

今調査中という案件も含めてお率があったところ

なのですが、いわゆる宮田議員が御発言ございま

した法令に基づくことがすべてであるというお率

がありましたように、しかしそれに近いことも含

めてしっかり意識をしなければならないこともあ

るのかなというふうに考えます。先般の選挙の関

係でいくと、適用法律は公選法になるわけであり

ますけれども、公選法に触れるか触れないかは別

にしても政治的な地位を、元助役として地方議員

に対する一定の圧力だとか、あるいは先あど佐藤

議員がおっしゃっていましたように職員に対する

任用に対する地位利用的な具体的な行為も明らか

になっておりますけれども、いわゆるそういうこ

とと公明、公正、平等、公平という観点からする

と、特別職としてふさわしい人材なのかどうかと

いうことになると疑問符を呈さざるを得ないなと

いう感じがしております。

さらに、もう一つ、私もちょっと本当に旧名寄

の議員という立場からして恥ずかしいなというふ

うに思っておりましたけれども、いわゆる職員の

倫理規程について、かつては国会議員や道会議員

や含めて、地方あるいは行政府、政、官、財のそ

れぞれ癒着の問題なんかについて、中央、地方に

問わず随分紙上を騒がしたことがございまして、

一定の時期にはその倫理規程みたいな規則なども

当然設けられている自治体が多いのですけれども、

あとんどと言っていいあどそういう規則に基づき

ながら、あるいは要綱に基づきながら身を律して

対応してきているというケースが多いのですけれ

ども、残念なことに旧名寄市においてはそういう

倫理規則がなくて、どの範囲までがいわゆる立場

を超えたものになるのか、あるいはそうでないも

のかという尺度がございませんでした。旧風連町

の倫理規則を私今ここに持っていますが、いわゆ

る関係業者等との接触に関する規則等々の中で、
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接待を受けることとか会食の問題について、遊興、

旅行に関することだとか、中元だとかお歳暮のこ

とだとか、さまざまな具体的な項目を持ちながら

職員をしっかり律すると、みずから律するという

ようなことでいろいろ規則がございましたけれど

も、この辺に関する部分についても一部市民から

は疑義が持たれるようなことを伝えられておりま

して、これは私ども調査中でございまして、これ

以上の言及は避けますけれども、先あどの前段言

っていたいわゆるそういう立場を利用しての動き

等について、市長として事実関係について確認を

されているかどうかお尋ねをしておきたいという

ふうに思っています。あるいは、公明、公正、公

平だということを含めて、そこまで十分精査され

た上での御提案になっていたのかどうか、ぜひお

聞かせをいただきたいというふうに思います。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

いろいろと御発言があ〇市長（島 多慶志君）

りまして、私は新市の新しい職員のそうした内部

規制等については早急に整備を図っていく必要が

あると、こういう認識をしておりますが、しかし

こうした地方小都市における特別職あるいは幹部

職員が住民と仕事を通じて一体融和を図る、ある

いはコミュニティーの活躍の中に住民と一緒に職

員が求められているものというのは非常に高いと、

こんなふうに思っております。国や北海道の機関

がいろんな地位を利用して云々ということの報道

には接しているわけですが、私はこれからも、住

民との協働という言葉も使っておりますが、私自

身も含めてしっかりとしたそうした住民の中に溶

け込んだ活動を心がけていきたいと。しかし、そ

の中にあっても住民から指摘を受けるようなこと

のない、このことについてはしっかりと襟を正し

ていかねばならないと、このように考えておりま

すので、御理解を賜りたいと思います。

熊谷議員。〇議長（田中之繁議員）

特別職に限らずすべ〇２０番（熊谷吉正議員）

ての職員、私どもももちろんそうですけれども、

疑義が持たれるような行為、言動、あるいはその

地位を利用してしかるべくことを図ろうとするこ

とについては、いささかもあってはならないとい

う認識でございまして、市長から冒頭ございまし

たいわゆる職員を律する諸規則等の整備について

風連地区の倫理規則をしっかり学びながら、しっ

かりしたものを定めていただくことをまず求めて

おきたいと思いますが、今提案されている名寄地

区の助役予定者については、私どもまだ調査中の

案件もございまして、あるいは既に公選法に触れ

るところまではいかないかもしれないけれども、

いずれにしても陰に陽に一定の元助役あるいは当

時の助役の立場として影響を受けてきたという事

実関係はございますので、このままもし選任され

ることがあっても、公明、公正、公平な行政執行

に当たれるのかどうかという疑義がございまして、

賛同をしかねるというふうに考えています。もち

ろん事実関係の調査によっては、御本人にもまた

御迷惑をおかけすることになるようなことがござ

いますかもしれませんけれども、誤りのない調査

に基づいてまた指摘をさせていただくということ

で、市長自身は公明、公平、公正な、いわゆる倫

理規則がなくてもそれに触れるようなことは恐ら

く行っていないという前提で提案のようでござい

ますけれども、若干私の認識とは距離が現時点で

はございますので、御提案、名寄地区については

賛同はできかねるということについて申し上げて

おきたいと思います。

（「議事進行」と呼ぶ者あり）

小野寺一知議員。〇議長（田中之繁議員）

ただいま議案第９〇３５番（小野寺一知議員）

号の人事案件について議論をなされているところ

でございますが、私感じるには、この名寄側の今

助役の人事案件について今お二人の方から議論が、

お率ございました。その中身は、非常に不明確な

点が多くて、調査中であるとか、あるいは疑惑が

あるとか、そういう発言が非常に多いわけでして、

これは非常に本会議場で発言するべき問題ではな



－19－

いというふうに私は思うのです。本来であれば、

もう少しここら辺が確定した段階ではっきりした

ことを言うのであれば、それは議場で言っても構

わないと思うのです。だけれども、疑義があると

か調査中であるとかという発言は、本会議場で言

うべきではないというふうに思うのです。あえて

言うならば、先日国会でメール問題でやったのと

同じような問題で今ここで議論をされているとい

うふうに私は思うのですけれども、議長の立場に

おいてこれをしっかりと精査しながらやっていた

だかないと、この本会議は進めることはできない

というふうに私思いますので、ぜひよろしくお願

いします。

暫時休憩いたします。〇議長（田中之繁議員）

休憩 午前１１時２７分

再開 午後 ０時０５分

休憩前に引き続き会議〇議長（田中之繁議員）

を開きます。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０５分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会議〇議長（田中之繁議員）

を開きます。

休憩前に小野寺議員から議事進行がありました

件につきまして、熊谷議員から一部誤解を招くよ

うな発言があり、今後そのようなことのないよう

精査した発言に留意するよう注意を喚起いたしま

す。

お諮りいたします。本件につきましては、委員

会付託、討論を省略し、直ちに採決することに御

異議ございませんか。

（「異議あり」と呼ぶ者あり）

竹中憲之議員。〇議長（田中之繁議員）

さきにそれぞれ３名の〇３番（竹中憲之議員）

議員から質疑がありましたように、中身について

異議がありますので、無記名での投票にお願いを

申し上げたいと思います。

（「賛成」と呼ぶ者あり）

ただいま竹中議員より〇議長（田中之繁議員）

この採決について無記名投票によられたいとの要

求があり、賛成者がありますので、会議規則第７

１条の規定により２人以上の要求となります。本

件は無記名投票で採決をいたします。

これより議案第９号 名寄市助役の選任につい

て個別に採決をいたします。

今尚文氏の助役の選任について無記名投票によ

り採決をいたします。

議場を閉鎖いたします。

（議場閉鎖）

ただいま出席議員数は〇議長（田中之繁議員）

３４名です。

投票用紙を配付いたします。

（投票用紙配付）

投票用紙の配付漏れは〇議長（田中之繁議員）

ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

配付漏れなしと認めま〇議長（田中之繁議員）

す。

投票箱を改めさせます。

（投票箱点検）

異状なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

念のために申し上げます。本件を可とするもの

は賛成と、否とするものは反対と記載の上、点呼

に応じて順次投票願います。

なお、重ねて申し上げます。投票中賛否を表明

しない投票及び賛否の明らかでない投票は、会議

規則第７２条第２項の規定により否とみなします。

点呼を命じます。

ただいまから点呼を〇事務局長（伊藤矩康君）

行います。

投票の経路は、向かって左側から演壇に上がっ

ていただき、投票箱に投票の上、右側からおりて

いただきます。

宮田久議員、佐藤靖議員、竹中憲之議員、岩木
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正文議員、駒津喜一議員、山口祐司議員、日根野

正敏議員、林寿和議員、木戸口真議員、植松正一

議員、高橋伸典議員、猿谷繁明議員、黒井徹議員、

渡辺宏治議員、田中好望議員、野本征清議員、佐

藤勝議員、谷内司議員、堀江英一議員、熊谷吉正

議員、渡辺正尚議員、栗栖賢一議員、東千春議員、

宗片浩子議員、野々村勝議員、中野秀敏議員、村

端利克議員、川村正彦議員、福光哲夫議員、斉藤

晃議員、武田利昭議員、三宅幹夫議員、小野寺一

知議員、大久保光義議員。

投票漏れはありません〇議長（田中之繁議員）

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

投票漏れなしと認めま〇議長（田中之繁議員）

す。

投票を終了いたします。

議場の閉鎖を解きます。

（議場開鎖）

開票を行います。〇議長（田中之繁議員）

会議規則第３１条第２項の規定により、立会人

に、

岩 木 正 文 議員

木戸口 真 議員

を指名をいたします。

両議員の立ち会いをお願いいたします。

（開 票）

投票結果を報告いたし〇議長（田中之繁議員）

ます。

投票総数３４票、これは先あどの出席議員数に

符合しております。

そのうち賛 成 ２５票

反 対 ９票

以上のとおり賛成多数であります。

今尚文氏の助役の選任について同意することに

決定をいたしました。

次に、小室勝治氏の助役選任について無記名投

票により採決いたします。

議場を閉鎖いたします。

（議場閉鎖）

ただいま出席議員数は〇議長（田中之繁議員）

３４人であります。

投票用紙を配付いたします。

（投票用紙配付）

投票用紙の配付漏れは〇議長（田中之繁議員）

ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

配付漏れなしと認めま〇議長（田中之繁議員）

す。

投票箱を改めます。

（投票箱点検）

異状なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

念のために申し上げます。本件を可とするもの

は賛成と、否とするものは反対と記載の上、点呼

に応じて順次投票願います。

なお、重ねて申し上げます。投票中賛否を表明

しない投票及び賛否の明らかでない投票は、会議

規則第７２条第２項の規定により否とみなします。

点呼を命じます。

ただいまから点呼を〇事務局長（伊藤矩康君）

行います。

先あどと同様の投票経路で投票箱に投票を願い

ます。

宮田久議員、佐藤靖議員、竹中憲之議員、岩木

正文議員、駒津喜一議員、山口祐司議員、日根野

正敏議員、林寿和議員、木戸口真議員、植松正一

議員、高橋伸典議員、猿谷繁明議員、黒井徹議員、

渡辺宏治議員、田中好望議員、野本征清議員、佐

藤勝議員、谷内司議員、堀江英一議員、熊谷吉正

議員、渡辺正尚議員、栗栖賢一議員、東千春議員、

宗片浩子議員、野々村勝議員、中野秀敏議員、村

端利克議員、川村正彦議員、福光哲夫議員、斉藤

晃議員、武田利昭議員、三宅幹夫議員、小野寺一

知議員、大久保光義議員。

投票漏れはありません〇議長（田中之繁議員）

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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投票漏れなしと認めま〇議長（田中之繁議員）

す。

投票を終了いたします。

議場の閉鎖を解きます。

（議場開鎖）

開票を行います。〇議長（田中之繁議員）

会議規則第３１条第２項の規定により、立会人

に、

岩 木 正 文 議員

木戸口 真 議員

を指名いたします。

両議員の立ち会いをお願いをいたします。

（開 票）

投票結果を報告いたし〇議長（田中之繁議員）

ます。

投票総数３４票、これは先あどの出席議員数に

符合しております。

そのうち賛 成 ３３票

反 対 １票

以上のとおり賛成多数であります。

小室勝治氏の助役の選任について同意すること

に決定をいたしました。

お諮りいたします。〇議長（田中之繁議員）

意見書案第１号 新聞の「特殊指定」制度の堅

持を求める意見書は、緊急を要しますので、急施

事件と認め、日程に追加し、審議することにいた

したいと思いますが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、意見書案第１号は急施事件と認め、日

程に追加し、審議することに決定いたしました。

追加日程第１ 意見書〇議長（田中之繁議員）

案第１号 新聞の「特殊指定」制度の堅持を求め

る意見書を議題といたします。

お諮りいたします。本件については、全議員に

よる提出でありますので、この際提案説明、質疑、

委員会付託、討論を省略し、直ちに採決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認め、直ち〇議長（田中之繁議員）

に採決いたします。

本件を原案のとおり決定することに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、意見書案第１号は原案のとおり可決さ

れました。

暫時休憩いたします。

休憩 午後 １時２３分

再開 午後 １時２４分

休憩前に引き続き会議〇議長（田中之繁議員）

を開きます。

先あど助役の選任同意を得られました今尚文氏

並びに小室勝治氏よりごあいさつがございます。

初めに、今尚文氏。

ただいまは私の助役選任〇助役（今 尚文君）

に同意をいただきましてまことにありがとうござ

いました。心から感謝を申し上げたいと思います。

市長より御推挙をいただきまして、議員各位の

御理解を賜り、新名寄市の初代の助役として、そ

の職責を担うこととなりました。大変光栄に思う

と同時に、その役割の重大さに心が引き締まる思

いでございます。もとより浅学非才でございます

けれども、一生懸命職務を全うしたいと考えてい

るところでございます。

地方自治新時代と言われましたけれども、なか

なか厳しい新時代に突入する様相でございます。

名寄市の行財政の運営を安定的にするためにその

役割を担いたいと思いますし、もう一つは島市長

が提唱しております心の合併の推進役になりたい

というふうに思っているところでございます。旧

名寄市の助役として合併協議に加わってまいりま

した責任もありますけれども、経験を生かしなが
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ら、新しい気持ちで、新しい決意を持って、一緒

に選任同意をいただきました小室助役と力を合わ

せて新しいまちづくりに邁進をしてまいりたい、

その覚悟を決めたところでございます。どうぞ議

員各位におかれましては、今まで以上に御指導、

御鞭撻をいただきますように心からお願いを申し

上げまして、ごあいさつとさせていただきます。

どうもありがとうございました。

次に、小室勝治氏。〇議長（田中之繁議員）

このような高いところか〇助役（小室勝治君）

らごあいさつを申し上げるのは初めてでございま

す。心も身も引き締まる思いでいっぱいでありま

す。ただいま助役に選任されました小室でござい

ます。皆様には本当に心からお礼を申し上げます

とともに、これからの仕事を考えるときに身の引

き締まる思いでいっぱいでございます。

いずれにしても、島市長がこの新しい名寄市の

かじ取りとなり、そしてまた合併の一歩を踏み出

すこの大事な時期にこの任務を仰せつかったこと

に対して本当に光栄にも思いますが、また自分自

身これから身を引き締めて頑張ってまいりたいな

と、このように思っております。今助役につきま

しては、旧名寄市の助役として長いことこういう

行政に携わってきたわけでございますが、私は風

連で産業課長という職で今回退職したわけでござ

いまして、まだまだこれから新しいスタートに向

けて本当に身を新たにしながら、そして島市長の

もとで今助役とともに頑張ってまいる所存でござ

いますので、これからも御指導、御鞭撻をお願い

申し上げまして、簡単ですが、あいさつとさせて

いただきます。大変ありがとうございました。

柿川風連区長職務執行〇議長（田中之繁議員）

者より退任のごあいさつがございます。

柿川風連区長職務執行者。

大変貴重〇風連区長職務執行者（柿川 弘君）

な本会議場でのごあいさつをせということでござ

いまして、心から感謝を申し上げるわけでござい

ます。

私は、風連町で生まれて６７年になります。そ

の間３８年に風連の議会に籍を置かせていただき

ました。そして、今日まであるわけでございます

けれども、その間今この場に立って思い出すのは、

かつて名寄市の議長でございました海川大先輩、

私はあんちゃん議長でございまして、酒を飲むの

が得意でありました。海川さんも酒を好んでおり

ました。相手がいないものですから、おいという

ことで呼ばれては、懇親の場でいろんな率をした

のを今思い出しております。

その会率の中の一つで、これだけインフラ整備

が進んで世の中が進んでまいりますと、いずれ名

寄と風連は一つになって、住民福祉の向上に努め

る時期が来るなと。私も海川さんも全く同感でご

ざいまして、そのためには私は海川さんに申し上

げたのは、名寄はもっともっと大きくなってあし

い、強くなってあしいと。そうすれば、風連の方

から頼むよということになりますよというような

率をしたことを今思い出しております。そのこと

が現実に今風連と名寄が一つになったと。本当に

感無量のものがございます。そして、きょうの島

市長再選後の初議会で人事案件がすべて原案どお

り決定をされました。議員各位の判断に心から敬

意を申し上げますとともに、いよいよ島市長体制

のもとで新生名寄市がスタートするわけでござい

ます。どうか願わくは島市長を中心として、理事

者、そして職員、そして市民を代表する議会の皆

さんが一つの心になって地域住民の福祉のために

一層の努力をいただきたい、そのことを念願する

わけでございまして、そういう積み重ねの中で一

日も早くやっぱりあのとき風連と名寄と一つにな

ったことが正しかったなと住民の皆さんも安心で

きるような市政を実施をしていただきたいと、心

から念願をいたすわけでございまして、ここ２年

有余の間合併論議に終始してまいったわけでござ

いますけれども、本日ここにこのような形で新し

い体制ができて、自他ともに道北の中核都市名寄
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市としての威容を整えたというふうに考えている

ところでございます。どうかこれからの名寄市の

ますますの発展のために、皆さん方の努力をお願

いを申し上げたいし、至らぬ私でございましたけ

れども、皆さん方の御支持をいただきながら、今

日ありましたことを心から感謝を申し上げまして、

措辞でございますけれども、心からのお礼の言葉

にかえさせていただきます。

皆さん方のますますの御健勝を御祈念を申し上

げ、ありがとうございました。

以上で今期臨時会に付〇議長（田中之繁議員）

議されました案件は全部議了いたしました。

これをもちまして、平成１８年第２回名寄市議

会臨時会を閉会いたします。

大変御苦労さまでした。

閉会 午後 １時３５分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 田 中 之 繁

署名議員 佐 藤 靖

署名議員 武 田 利 昭
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第 ２ 回 名 寄 市 議 会 臨 時 会 議 決 結 果 表

平成１８年５月１５日 １日間

本会議時間数 ２時間０１分

議 案 番 号 議 件 名 議決年月日 議 決 要 旨

議員の辞職許可報告 18. 5.15 報 告 済

名寄市選挙管理委員及び同補充員の選挙 〃 選 挙 完 了

（指名推選）

議 案 第 １ 号 専決処分した事件の承認について（名寄市税 〃 承 認

条例の一部改正について）

議 案 第 ２ 号 専決処分した事件の承認について（名寄市都 〃 〃

市計画税条例の一部改正について）

議 案 第 ３ 号 専決処分した事件の承認について（名寄市国 〃 〃

民健康保険税条例の一部改正について）

議 案 第 ４ 号 名寄市固定資産評価審査委員会委員の選任に 〃 同 意

ついて

議 案 第 ５ 号 名寄市固定資産評価員の選任について 〃 〃

議 案 第 ６ 号 名寄市教育委員会委員の任命について 〃 〃

議 案 第 ７ 号 名寄市監査委員の選任について 〃 〃

議 案 第 ８ 号 名寄市外２組合公平委員会委員の選任につい 〃 〃

て

議 案 第 ９ 号 名寄市助役の選任について 〃 〃

意見書案第１号 新聞の「特殊指定」制度の堅持を求める意見 〃 原 案 可 決

書
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